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江南労働基準協会
〠483-8164　江南市木賀東町新塚220－1
電 話〈0587〉55－2341　携帯070－4470－4797
ＦＡＸ〈0587〉55－6125

発行 ●

令和７年５月号

　令和７年度の愛知労働局行政運営方針においては、以下の３つの柱に基づき、自治体、労使団体、
関係機関とも連携を図り、効果的・効率的な行政運営に取り組んでまいります。
行政運営方針の３つの柱

　労働基準部関係の取組
１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援・非正規雇用労働者への支援
　⑴　事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた支援
　⑵　最低賃金制度の適切な運営
２　多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
　安全で健康に働くことができる環境づくり
　・ 長時間労働の抑制
　・ 労働条件の確保・改善対策
　・ 14次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
　・ 労災保険給付の迅速・適正な処理

〇最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援
〇人材確保支援、リ・スキリングの推進
〇多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

! !

令和７年度 愛知労働局行政運営方針 
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１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援・非正規雇用労働者への支援
　⑴　事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた支援
　　〇個々の企業が自らのニーズに沿った助成金を利用することができるよう、業務改善助成金、働

き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等をまとめて紹介する「賃上げ」支援助成
金パッケージを周知する。

　■ 最低賃金額の周知及び遵守の徹底 
　　〇これまでの監督指導の結果や労働相談等の各種情報を踏まえ、最低賃金の遵守を図るため、履

行確保上問題があると考えられる業種等に対して重点的に監督指導等を行う。
２　多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
　⑴　安全で健康に働くことができる環境づくり
　■ 長時間労働の抑制
　　〇各種情報から、時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると考えられる事業

場及び長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を中心に、
監督指導を実施する。また、過労死等を発生させた事業場に対しては、企業本社における全
社的な再発防止対策を指導する。

　■ 労働条件の確保・改善対策
　　〇監督指導を通じて、事業場における基本的労働条件の枠組みや管理体制の確立を図り、労働基

準関係法令の遵守を図る。
　　〇重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められる事案に対しては、司法処分も含め厳正に対処

する。
　　〇技能実習生等の外国人労働者については、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場や名古屋

出入国在留管理局・外国人技能実習機構との相互通報制度により通報があった事業場等に対
し監督指導を実施する。

　　〇自動車運転者については、違法な長時間労働等が疑われる事業場や愛知運輸支局との相互通報
制度により通報があった事業場等に対し監督指導を実施する。また、愛知運輸支局との合同
監督・監査を実施する。

　■ 14次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
　　〇リスクアセスメントのプロセスには、現場の実態把握を含めていることから、これを通じて経

営上必要な視点である「ＰＱＣＤＳＭＥ」を一体的に捉え、それらを同時に高める戦略的手
法を「安全経営あいち®」 として提唱し、推進する。

　《リスクアセスメント出前講座の利用促進》
　　〇「安全経営あいち®」の中核であるとともに、機械の包括的な安全基準に関する指針、化学物

質の自律的管理でも必須となる、リスクアセスメントの理解促進のため、出前講座を積極的
に広報し、利用を促す。

　《製造業対策》
　　〇「機械の包括的な安全基準」に基づいて、機械メーカーからユーザーに対する使用上の情報提

供の確実な実施及び当該情報を踏まえたリスクアセスメント等の実施について、丁寧な指導
援助を行う。

　　〇既存の動力機械について、労働者の注意力によってのみ、安全を担保する措置から、必要な保
護方策を追加する等の指導を徹底する。

　■ 労災保険給付の迅速・適正な処理
　　〇労災保険給付の請求に対しては、請求受付後、速やかに必要な調査を実施し、管理者による組

織的な進行管理を徹底する等、迅速な事務処理を推進するとともに、法令、認定基準等に基
づいた適切な認定を行う。

【監督課】

労働基準部関係の取組の概要（抜粋）
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６月１日から職場における熱中症対策について労働安全衛生規則の一部が改正されます
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第１７４回安全衛生分科会資料より
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令和６年度監督実施状況の詳説 (2)
３月号協会報に掲載した主な安全衛生関係違反事項についてその内容を詳しく解説します。
○健診結果の医師等の意見聴取

　労働安全衛生法第66条の４では､「事業者は、第66条第１項から第４項
まで若しくは第5項ただし書又は第66条の２の規定による健康診断の結
果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る｡）に基づき、当
該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又
は歯科医師の意見を聴かなければならない｡」
　厚生労働省令の定めは、労働安全衛生規則第51条の２で､「第43条等の健康診断の結果に基づく法
第66条の４の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければ
ならない。
　一　第43条等の健康診断が行われた日（法第66条第5項ただし書の場合
にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者
に提出した日）から３月以内に行うこと。

　二　聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載するこ
と｡」

と規定しています。
　適切に意見を聴くために、必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労
働者に係る作業 環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、
作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関する情報及び
職場巡視の機会を提供し、また、健康診 断の結果のみでは労働者の身体
的又は精神的状態を判断するための情報が十分でない場合は、労働者と
の面接の機会を提供することが適当です。
　また、事業者は、上記の医師等の意見を勘案し必要がある場合は、就
業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の
措置を講ずる必要があります（労働安全衛生法第66条の５)。
　事後措置のため求める意見は以下のとおりです。
⑴　就業区分及びその内容についての意見

事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労
働者について、就 業上の措置について、３か月以内に医師または
歯科医師の意見を聴かなければなりま せん（労働安全衛生法第 66
条の 4）

⑵　作業環境管理及び作業管理についての意見 健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直
す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他
の適 切な措置の必要性について意見を求めます。 
(注「健康診断結果に基づき事業者が構ずべき措置に関する指針｣（平成８年10月１日労働省公示第１
号、改正平成20年１月31日厚生労働省公示第７号）

就　業　の　区　分
就　業　上　の　措　置　の　内　容

通常勤務

就業制限

要 休 業

区分 内容
通常の勤務でよい
もの

勤務に制限を加え
る必要のあるもの

勤務を休む必要が
あるもの

勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時
間外労働の制限、作業転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減
少、昼間勤務への転換等の措置を講じる
療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じ
る



江南労働基準協会会報令和７年５月号

－６－

意見を聴く医師等
・産業医 
・産業医の選任義務のない規模 50 人未満の事業場は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知
　識を有する医師等（地域産業保健 センターの相談窓口の活用）

　江南監督署管内の産業医の選任義務のない50人未満事業場の方は、尾北北部地域産業保健線セン
ターをご利用ください。

※　労働安全衛生規則第13条第１項第２号に掲げる業務 （抜粋）
イ　多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 
ニ　土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ　異常気圧下における業務 
へ　さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 
ト　重量物の取扱い等重激な業務 
チ　ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 
ヌ　深夜業を含む業務 
ル　水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる
有害物を取り扱う業務 
ヲ　鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭
素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけ
る業務 
ワ　病原体によって汚染のおそれが著しい業務 
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明るい職場は　まず健康診断から
◎労働安全衛生法による　健康診断（巡回）
☆定期健診・特殊健診（じん肺・有機溶剤・鉛・特定化学物質等）

◎成人病健康診断（巡回）
☆胃部レントゲン・血液検査・心電図・腹部超音波（エコー）検査
☆腫瘍マーカー検査・眼底検査等

◎人間ドック（東海診療所）
☆お得なセット料金により6コースあります

◎作業環境測定
☆粉じん・鉛・有機溶剤・特定化学物質等

労働基準協会指定
健康診断機関等名簿登載（１‐１３‐０３）・作業環境測定機関等名簿登載（２３‐４４）

　　　　　全日本労働福祉協会　東海支部
〒４５７‐０８３２　名古屋市南区浜中町１-５-１　TEL（０５２）６０２‐４７９７　FAX（０５２）６０２‐６８２１

お申込みは、書面（またはハガキ）並びに
電話（またはファックス）のいずれでも、
ご連絡をお願い申し上げます。

一　　般
財団法人
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労働基準法の基礎知識（その11） 前号の続き

次号に続く
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（令和7年4月3日現在）
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令和7年速報値 令和6年同期（速報値）令和6年確定値

●令和７年度江南労働基準協会通常総会
・日時　令和７年５月23日(金）15時～　通常総会　　17時15分～　懇親パーティー
・特別講演　メンタルヘルス＆コミュニケーションカウンセラー 長坂 麻須美 氏
・会場　ルートイングランティア小牧
　特別公演及び懇親パーティーはどなたでも参加できます。申込書はHPから
●令和７年度江南労働基準協会安全週間説明会
・日時　令和７年６月10日(火）13時30分～
・会場　江南市民文化会館
・申込　当協会HPから申込書をダウンロードしFAXしてください。
●令和７年度建災防江南分会通常総会及び安全週間説明会
・日時　令和７年６月12日(木）13時～　通常総会　　14時～　安全週間説明会
・会場　犬山市民交流センター（フロイデ）

江南労働基準協会お知らせ

令和6年・7年

2025 18:00
R7.3.12. はさまれ･巻き込まれ

その他の一般動力機械

経
験

業
種

事業場
規模 100～299名 化学工業 10代  製造業 0年

製造ラインの清掃作業中、製造ライン上の金型と金型上部に設置された局所排気装置のフ
ード部に頭部を挟まれたもの。病院へ搬送されたが、その後死亡したもの。

令和7年　愛知県の全産業死亡災害一覧

発生日時 事故の型/起因物 災害発生状況・原因
愛知労働局　労働基準部 安全課

2025 8:04
R7.3.6. 爆発

爆発性の物等

経
験

業
種

事業場
規模 300～499名 輸送用機械等製造業 40代  その他の職種

2025 7:10
R7.3.15. 交通事故(道路）

トラック

経
験

業
種

事業場
規模 9名以下 商業 70代  配達員 15年

ダンプを運転中、カーブを曲がり切れず中央分離帯に衝突した。その後、死亡が確認さ
れたもの。

10年

橋梁基礎工事現場において、杭打機（クラッシュパイラー）により鋼矢板を圧入作業中、鋼矢
板と杭打機を仮止めするために溶接した箇所について、次の鋼矢板を建て込む前の清掃を
行うため、杭打機に近づいた被災者が、杭打機の可動部に頭部を挟まれたもの。



－10－

江南労働基準協会会報令和７年５月号

江南労働基準協会講習会・研修会予定表（5月～9月）
最新の情報は江南協会HPで

太字は新規講習　　案内・申込書（愛知労働基準協会主催講習は除く）は当協会ホームページからダウンロードしてください。   
（　）は会場：（江南）はHome＆nicoホール（江南市民文化会館）　（犬山）は犬山市民交流センター（フロイデ）又は犬山市南部公民館　（一宮）は一宮地場産業ファッション
デザインセンター      
(注) 日程は、会場、講師等の都合により中止又変更する場合があります。        
(注) 受講料は、テキスト代等諸般の事情により変更する場合があります。      
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江南協会の講習日程等が合わない場合には、名北、名西協会の講習をお利用ください。

令和7年度　愛知県下各協会合同開催事業 開催予定表（当協会も主催機関です）

・江南労働基準監督署管内の事業所の申込手続きは江南労働基準協会が行います。

申込みは直接各協会にお申込みください。
名北協会の講習会場は名北協会（名古屋市北区清水1-13-1）、名西協会は、豊和工業厚生会館（清須市須ヶ口）又はウインクあいち（名古屋市中村区名駅4）です。
江南一宮地区の講習日程が合わない場合には、名北、名西協会の講習をお利用ください。

名北・名西労働基準協会講習会・研修会予定表（5月～7月）詳しくは各協会HPをご覧ください。

1 3

4 7
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安全を基本に、プロへの道をひらく

技能講習
■玉掛け　　　　　　 ■不整地運搬車　　　■解体用機械
■フォークリフト　　　 ■ガス溶接　　　　　 ■車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）
■小型移動式クレーン  ■床上操作式クレーン  ■高所作業車

特別教育等
■フルハーネス　　　　　■酸素欠乏症等　　　　　■高所作業車
■研削といし（グラインダー）　■巻上げ（ウインチ）　      ■小型車両系
■アーク溶接　　　　　　■安全管理者選任時研修　　■低圧電気
■クレーン（5Ｔ未満）　 　 ■ローラー　　　　　　　　■粉じん

住友建機教習所  愛知教習センター
愛知労働局長登録教習機関  住友建機販売

国道23号 豊明インターより国道１号線を岡崎方面へ3.5km右側です

〒448－0002　愛知県刈谷市一里山町深田１－１

http://nagoya.sumitomokenki .co.jp
ネット予約はこちらから

TEL 0566－35－１３１１　FAX 0566－35－１３００

免許講習
■クレーン運転士（5Ｔ以上）
■移動式クレーン運転士（5Ｔ以上）

検索

本社／愛知県丹羽郡大口町下小口三丁目１２３番地
　　　　　TEL（０５８７）９５－７１８１㈹ 
　　　　　https://izumi-lunch.co.jp

《企業フードサービス》社員レストラン・弁当給食
《ウェルフェアフード　福祉施設給食及び食堂運営・
　　　　　　サービス》在宅高齢者配食
《学生フードサービス》学生食堂・幼稚園給食
《ケータリングサービス》出張パーティー・仕出し料理

◆愛知北営業所 （０５８７）９５－６１２３
　愛知県ＨＡＣＣＰ導入認定施設 第1-4号
◆岐阜関営業所 （０５７５）２２－６３００

給食のいずみ★いずみのお弁当

おいしさと安心をお届け。
いろいろなシーンでさまざまな「食」を創っています。

Ｈ

ＡＣ
ＣＰ導入

認

認定番号  第１－４号

定

知
県愛

21世紀をすこやかに 職場の健康管理をサポートいたします

名古屋駅より徒歩約５分。名古屋駅地下街からアクセス可能です。

21世紀をすこやかに 職場の健康管理をサポートいたします

事業所様（健保組合）指定項目など柔軟に対応させていただきます。
ご予約・お問い合わせなど、お気軽にお電話いただければ幸甚です。

　　 0120－582－751

〒450-0333  名古屋市中村区名駅南1-24-20  名古屋三井ビルディング新館3階  TEL 052-582-0751

健 康 診 断 人間ドック

精 密 検 査 内　　　科

保 健 指 導

14200092（01）

 全日本労働福祉協会  東海診療所一　般
財団法人


